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１．申請期限について

農業委員会総会議件とする申請等の締切は毎月１０日頃です。
詳細につきましては、次のページをご覧ください。
※農用地利用集積等促進計画については、譲渡人及び譲受人
双方の合意を事務局が確認できた日付が基準となります。

２．農業委員会総会開催日について

農業委員会総会は、毎月下旬の開催を予定しています。
詳細につきましては、次のページをご覧ください。

３．申請等に対する許可証等交付までの日程について

申請等が総会で承認された後、許可証等を交付するまでの
おおよその期間は次の通りです。

・農地法第３条…総会開催日から７日程度で交付します。
・現況証明願…総会開催日から７日程度で交付します。
・農地法４条・５条（転用）…総会にて承認を受けた後、申
請の内容により（一社）北海道農業会議への意見聴取が必
要となります。意見聴取を要する場合は、総会開催日から
３０日程度、要しない場合は７日程度で交付します。

・農用地利用集積等促進計画…令和７年４月１日より売買・
貸借の制度が変わり、（公財）北海道農業公社を経由
する事となったため、売買の場合は３０日程度、貸借の場
合は１４日程度を目安に郵送します。



交付日目安
（総会からの日数）

売買 ７日
貸借 ７日

７日
意見聴取が
不要な場合

７日

意見聴取が
必要な場合

３０日

売買 ３０日

貸借 １４日

農地法３条

農用地利用集積
等促進計画

現況証明願

申請の種類

許可証等交付予定日

農地法４条
・５条（転用）

令和７年度 農業委員会総会日程及び申請書類提出期限

開催月 申請等締切日 総会開催予定日 備考

令和７年

４月 4月10日(木) 4月25日(金)

促進計画の場合、譲
渡人、譲受人両者の
合意を、事務局が確

認した日付

５月 5月9日(金) 5月22日(木)

６月 6月10日(火) 6月23日(月)

７月 7月10日(木) 7月25日(金)

８月 8月8日(金) 8月25日(月)

９月 9月10日(水) 9月24日(水)

１０月 10月10日(金) 10月22日(水)

１１月 11月7日(金) 11月21日(金)

１２月 12月10日(水) 12月24日(水)

令和８年

１月 1月9日(金) 1月26日(月)

２月 2月12日(木) 2月27日(金)

３月 3月13日(金) 3月30日(月)



○売買 ①即売りタイプ…出し手が農地を売ると同時に受け手が買い取る、
一般的な売買。

区
分 項目 変更前

（R6年度以前）
変更後

（R7年度以降）

※参考
農地法３条

売買

一
般
事
務

公社事務
手数料 無し ・出し手→価格の2％

・受け手→価格の1％ 無し

事業対象地
・農地等
・今後農地等として
利用する土地

・農用地区域内
農地のみ

現況地目
農地のみ

支払日
出し手、受け手間で合
意のあった
任意の日付

・農業公社の
指定の日付
（下記の通り）

出し手、
受け手の
合意のあった
任意の日付

税控除

・譲渡所得税
→800万円まで控除

・登録免許税
→1/2に軽減

・不動産取得税
→2/3に軽減

・譲渡所得税
・登録免許税
・不動産取得税

いずれも制度に
変更なし

特別控除
制度無し

登
記
事
務

住所変更登記
地目変更登記

根室市が
代位で実施 出し手自身が登記 出し手

自身が登記

所有権
移転登記

根室市が
代位で実施 農業公社が代位で実施 出し手

自身が登記

◎令和7年度 売渡代金納入期限及び土地代金支払日一覧（即売りタイプ）

区   分 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回

納 入 期 限 R7.5.2 (金) R7.5.20 (火) R7.6.5 (木) R7.6.20 (金) R7.7.4 (金) R7.7.18 (金) R7.8.5 (火) R7.8.20 (水)

代 金 支 払 日 R7.5.20 (火) R7.6.5 (木) R7.6.20 (金) R7.7.4 (金) R7.7.18 (金) R7.8.5 (火) R7.8.20 (水) R7.9.5 (金)

区   分 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回

納 入 期 限 R7.9.5 (金) R7.9.19 (金) R7.10.3 (金) R7.10.20 (月) R7.11.5 (水) R7.11.20 (木) R7.12.5 (金) R7.12.19 (金)

代 金 支 払 日 R7.9.19 (金) R7.10.3 (金) R7.10.20 (月) R7.11.5 (水) R7.11.20 (木) R7.12.5 (金) R7.12.19 (金) R8.1.9 (金)

区   分 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回

納 入 期 限 R8.1.9 (金) R8.1.23 (金) R8.2.5 (木) R8.2.20 (金) R8.3.5 (木) R8.3.31 (火)

代 金 支 払 日 R8.1.23 (金) R8.2.5 (木) R8.2.20 (金) R8.3.5 (木) R8.3.19 (木) R8.4.20 (月)

令和７年４月１日より、
農地の売買・貸借は原則として（公財）北海道農業公社を経由することとなり、

制度に様々な変化がありました。
中でも変化の大きい売買について、以前の制度からの変更点や別制度である

農地法３条との主な違いをまとめました。



○売買
②貸付タイプ…受け手側が今すぐには農地を買えない場合に使用。

５年か１０年の賃貸の間に購入の準備をし、
期間満了と同時に売買を行う。

区
分 項目 変更前

（R6年度以前）
変更後

（R7年度以降）

※参考
農地法３条

売買

一
般
事
務

公社事務
手数料

・出し手→価格の2％
・受け手→価格の2％

・出し手→価格の2％
・受け手→価格の1％ 無し

事業対象地 ・現況地目農地のみ ・農用地区域内
農地のみ

現況地目
農地のみ

支払日 ・農業公社の
指定の日付

・農業公社の
指定の日付
（下記の通り）

出し手、
受け手の
合意のあった
任意の日付

税控除

・譲渡所得税
→1500万円
まで控除

・登録免許税
→1/2に軽減

・不動産取得税
→2/3に軽減

・譲渡所得税
・登録免許税
・不動産取得税

いずれも制度に
変更なし

特別控除
制度無し

登
記
事
務

住所変更登記
地目変更登記

根室市が
代位で実施 出し手自身が登記 出し手

自身が登記

所有権
移転登記

根室市が
代位で実施 農業公社が代位で実施 出し手

自身が登記

◎令和7年度 土地代金支払日等一覧（貸付タイプ）

区   分 第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回 第 ４ 回 第 ５ 回

土地代金等の支払日 R7.6.30 (月) R7.7.31 (木) R7.8.29 (金) R7.9.30 (火) R7.10.31 (金)

促進計画の代金支払期限 R7.7.14 (月) R7.8.14 (木) R7.9.12 (金) R7.10.14 (火) R7.11.14 (金)

区   分 第 ６ 回 第 ７ 回 第 ８ 回 第 ９ 回 第 １ ０ 回

土地代金等の支払日 R7.11.28 (金) R7.12.26 (金) R8.1.30 (金) R8.2.27 (金) R8.3.30 (月)

促進計画の代金支払期限 R7.12.12 (金) R8.1.9 (金) R8.2.13 (金) R8.3.13 (金) R8.4.13 (月)



令
和
７
年
３
月
末
に
根
室
市
で
は
地
域
計
画
が
策
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
農
地
法
第
３
条
第
２
項
第
６
号
の
規
定

に
よ
り
、
「
地
域
計
画
の
達
成
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
」
に
は
、
農
地
を
取
得
で
き
ま
せ
ん
。

○「
地
域
計
画
の
達
成
に
支
障
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」

①
申
請
地
が
地
域
計
画
の
区
域
内
で
あ
る
。

②
買
う
人
・
借
り
る
人
が
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た

「
地
域
内
の
農
業
を
担
う
者
」以
外
で
あ
る
。

こ
の
２
点
を
ど
ち
ら
も
満
た
し
て
い
る
場
合
、
農
地
法
第
３

条
に
よ
る
農
地
の
売
買
・
貸
借
は
で
き
ま
せ
ん
。

ご
自
身
が
「
地
域
内
の
農
業
を
担
う
者
」
で
あ
る
か
は
、
根

室
市
水
産
経
済
部
農
林
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
地
の
売
買
・
貸
借
を
ご
検
討
の
際
は
、
必
ず
事
前
に
農
業

委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

編集後記

広報委員長 加藤 珠江
委 員 市橋 久
委 員 吉田 純一

地
域
計
画
に
つ
い
て

→

根
室
市
農
林
課

２
３-

６
１
１
１

内
線
２
２
１
３

農
地
の
売
買
及
び

貸
借
に
つ
い
て

→

根
室
市
農
業
委
員
会

２
３-

６
１
１
１

内
線
２
２
８
１

農業委員会だよりをお読みくださりありがとうござい
ます。
立冬を過ぎ、日ごとに寒さが深まってまいりました。
さて、今回は総会議件等の日程や、農用地利用集積等

促進計画（売買）の変更店頭についてご紹介させていた
だきました。
何かご不明な点やご相談などございましたら、お気軽

に事務局やご相談などございましたら、お気軽に事務局
やお近くの農業委員にお声がけください。

11月は年末が近づき何かとお忙しくなることと思いま
す。季節の変わり目でもあり
ますので、皆様どうぞご自愛
くださいませ。

加藤珠江




